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平成２７年労第６７号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び

休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ会社（以下「会社」という。）に採用され、

Ｂ県Ｃ市所在の会社Ｄ出張所に配属され、事務職として就労していた。 

請求人によれば、入社当時から、平成○年○月に請求人がＥ営業所へ転勤とな

るまで、Ｄ出張所において上司である所長から日常的にパワーハラスメント（以

下「パワハラ」という。）を受け、そのためにメンタル不全になったという。 

請求人は、平成○年○月○日、Ｆクリニックに受診し「神経症、不眠症」と診

断され、その後、同月○日にＧクリニックに転医し、「心的外傷後ストレス障害」

と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは、業務上の事由によるものであるとして、

監督署長に療養補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求

人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これ

らを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれ

を棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及ん

だものである。 

第２ 再審査請求の理由 
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（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）労働局地方労災医員協議会精神障害専門部会の意見書によると、請求人は平

成○年○月頃にＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ４３．２ 適応障害」を

発病したとされている。 

これに対して、当審査会の依頼により鑑定を行ったＨ医師は、請求人に関す

る精神医学的意見書において、請求人は平成○年○月から○月にかけてＩＣＤ

－１０診断ガイドラインの「Ｆ４３．１ 外傷後ストレス障害」の不全型を発

病したとみるべきであり、初診に関連したうつ病エピソードのみに着目して、

発病時期を平成○年○月とするのは適正さを欠くというべきであるとし、平成

○年○月に、請求人が会社に求められてＤ出張所勤務中のＩ所長の勤務状況に

ついて申述した内容が同所長に知らされたことを知って、恐怖心・不安な感じ

が症状として発現していることが認められると述べている。 

上記Ｈ医師の意見は請求人の症状や陳述等を子細に精査し、評価した上で結

論しているものであり、当審査会としては、同医師の上記見解を妥当なものと

思料し、請求人は平成○年○月から○月にかけてＩＣＤ－１０診断ガイドライ

ンの「外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）」の不全型（以下「本件疾病」という。）

を発病したものと判断する。 

（２）ところで、精神障害に係る業務上外の判断については、厚生労働省労働基準

局長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月

２６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策定しており、
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当審査会としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準

に基づき検討する。 

（３）請求人の本件疾病発病前おおむね６か月の間における業務による心理的負荷

を検討すると、次のとおりである。 

ア「特別な出来事」について 

認定基準別表１の「特別な出来事」の類型に示されている「心理的負荷が

極度のもの」又は「極度の長時間労働」は認められず、「特別な出来事」は

見受けられない。 

イ「特別な出来事以外」について 

（ア）請求人らは、①Ｉ所長からパワハラを受けた、②Ｊ部長と請求人との面

談において請求人が名前を出さないで欲しい、請求人が会社に提出した意

見書は口外しないで欲しいと申し入れていたところ、Ｊ部長が請求人の申

述内容をＩ所長に明らかにしたことが判明し、同所長から復讐を受けるの

ではないかと恐怖心を憶えたことが原因となって眠れなくなり本件疾病を

発病したと主張している。 

（イ）まず、①Ｉ所長からパワハラを受けたと主張する点について、請求人ら

は、請求人は入社後、平成○年○月Ｄ出張所に配属され、Ｉ所長からＥ営

業所へ異動となる平平成○年○月頃まで、日常的に暴言や暴力等のパワハ

ラを受けていたとしている。 

請求人らが主張するＤ出張所勤務中のＩ所長によるパワハラについて

は会社もこれを認め、会社はＩ所長に対して懲戒処分として５日間の出勤

停止処分をしている。確かに職場における部下への指導としては不適切な

行為が多数認められるが、当該パワハラは本件疾病発病前おおむね６か月

以前の出来事であり、平成○年○月に請求人がＥ営業所へ異動となった後

は、Ｉ所長と離れることによりパワハラからは解放され、パワハラは無く

なったことから、本件疾病の心理的負荷の評価の対象とはならない。 

（ウ） 次に、②Ｊ部長が請求人の口外しないで欲しいとの心情を知りながら、

Ｉ所長に係る請求人の申述内容を同所長に明らかにしたことで復讐を受け

るのではないかと請求人が強い恐怖心を憶えたと主張する点について、請

求人の父Ｋは、平成○年○月○日付け聴取書において、「請求人は、その

報告書を提出する時に、会社をよくするためにという申し出を受け、口外
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しないという条件で提出していました。Ｉ所長のこれまでの行動から、そ

の事実がわかると必ず何らかの復讐があると思ったからです。」、「その

時に請求人が話した内容は、パワハラの具体的な話と自分の体調の悪さで

した。」、「請求人としては、会社に報告しても何もしてもらえないうえ

に、Ｉ所長にそのことを伝えたことにより、Ｉ所長からの報復を恐れるよ

うになりました。」と述べている。 

この点、Ｊ部長は、平成○年○月○日付け聴取書において、（私が、初

めて請求人に会ったのは、Ｌの本社に今回のパワハラの件で来てもらった

平成○年○月○日のことで、）話の内容は、４枚の報告書（意見書）の詳

しい内容だった。（次に、請求人と連絡を取ったのは、）Ｉ所長に確認し

たという報告の電話だったと思う。その時の請求人の様子は、はっきりと

は覚えていないが、取り乱した様子はなく、「待ってくださいよ。まじっ

すか。」というような感じであった旨述べている。 

また、「会社関係者Ｍによるパワハラについて及び関係資料一式」によ

ると、平成○年○月、Ｅ営業所の目安箱にパワハラを受けたという投書が

あり、同投書には、Ｉ所長のパワハラの内容とともに「以上の内容から文

章を作った人が特定されてしまいます。くれぐれも報告者に危害が加わる

事のないよう御対応願います。あまりＩ所長が野放しにされているのであ

れば、Ｎ様に直接の報告も考えています。」との記載があった。当初、こ

の投書は請求人がしたものと会社は考えていたが、後に請求人がしたもの

ではないことが判明し、平成○年○月○日に請求人を呼び出してＪ部長が

面談を行い、その際に、請求人は事細かに思い出したことを箇条書きで作

成した意見書を提出している。その後、会社は、請求人作成の意見書の内

容についてＩ所長に確認していることが「請求人供述に対する返答」から

確認できる。 

以上の経緯から、当審査会としては、当該出来事は認定基準別表１の出

来事の類型「上司とのトラブルがあった」（平均的な心理的負荷の強度は

「Ⅱ」）に該当するものと判断する。 

請求人は、会社内部調査を受け、Ｉ所長からのパワハラの内容を記載し

た意見書をＪ部長に口外しないという条件で提出しており、Ｊ部長は、パ

ワハラ調査の中で請求人作成の意見書の内容をＩ所長に逐一確認している
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ことが認められ、請求人に与える心理的打撃について配慮が欠けていたと

言わざるを得ない。しかし、その後業務への大きな支障を来したとは認め

られず、Ｉ所長による嫌がらせが再び生じたとも認められないことから、

その心理的負荷の総合評価は「中」と判断する。 

（エ）なお、請求人らは、Ｊ部長がＩ所長に係る請求人の申述内容をＩ所長に

明らかにしたことを知って以降に、請求人の本件疾病が増悪したと主張し

ているとも解されるが、増悪の要件である「特別な出来事」に該当する出

来事は認められず、業務によって本件疾病が自然経過を超えて著しく増悪

したとは認められないことを付言する。 

ウ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因について、特記すべき事項は認めら

れない。 

（４）上記のとおり、請求人には、業務による心理的負荷の総合評価が「中」の出

来事が 1つ認められるものの、その全体評価は「強」には至らず、請求人に発

病した本件疾病は業務上の事由によるものとは認められない。 

また、請求人のその他の主張についても子細に検討したが、上記結論を左右

するに足るものは見いだせなかった。 

３ 以上のとおりであるから、被災者の本件疾病の発病は、業務による強度の心理

的負荷によるものと認められない。 

したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休業補償給付を

支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


